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(57)【要約】
【課題】本発明は医療画像の認識結果の視認性が高い医
療診断支援装置、内視鏡システム、及び医療診断支援方
法を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の一の態様に係る医療診断支援装置
は、医療画像を時系順に取得する画像取得部と、医療画
像に含まれる注目領域を検出する検出部と、医療画像の
鑑別を行う鑑別部と、検出の結果と鑑別の結果とのうち
いずれかを表示装置に表示させる表示制御部と、検出ま
たは鑑別が行われてから表示がされるまでの待機時間を
設定する設定部と、を備え、表示制御部は、表示の対象
が検出の結果と鑑別の結果との間で切り替えられた場合
は、検出または鑑別が行われてから待機時間が経過した
後に検出または鑑別の結果を表示させる。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療画像を時系列順に取得する画像取得部と、
　前記医療画像に含まれる注目領域を検出する検出部と、
　前記医療画像の鑑別を行う鑑別部と、
　前記検出の結果と前記鑑別の結果とのうちいずれかを表示装置に表示させる表示制御部
と、
　前記検出または前記鑑別が行われてから前記表示がされるまでの待機時間を設定する設
定部と、を備え、
　前記表示制御部は、前記表示の対象が前記検出の結果と前記鑑別の結果との間で切り替
えられた場合は、前記検出または前記鑑別が行われてから前記待機時間が経過した後に前
記検出または前記鑑別の結果を表示させる医療診断支援装置。
【請求項２】
　前記医療画像を構成するフレーム間の動き量を推定する推定部を備え、
　前記設定部は前記推定した動き量に応じて前記待機時間を設定する請求項１に記載の医
療診断支援装置。
【請求項３】
　前記設定部は、前記動き量がしきい値よりも大きい場合は前記しきい値に対応する待機
時間よりも短い待機時間を前記待機時間として設定し、前記動き量が前記しきい値以下の
場合は前記しきい値に対応する前記待機時間よりも長い待機時間を前記待機時間として設
定する請求項２に記載の医療診断支援装置。
【請求項４】
　前記医療画像から検出された注目領域の情報を記憶装置に記憶させる記憶制御部と、
　前記検出部が検出した注目領域が既に検出された注目領域であるか否かを、前記記憶さ
れた情報に基づいて判断する判断部と、
　をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記検出部が検出した注目領域が既に検出された注目領域であると
判断された場合は、前記待機時間が経過しても前記表示を行わない請求項１から３のいず
れか１項に記載の医療診断支援装置。
【請求項５】
　ユーザの操作を受け付ける受付部をさらに備え、
　前記設定部は前記受け付けた前記操作に基づいて前記待機時間を設定する請求項１から
４のいずれか１項に記載の医療診断支援装置。
【請求項６】
　前記設定部は、あらかじめ決められた複数の待機時間から前記ユーザの前記操作により
選択された待機時間を前記待機時間として設定する請求項５に記載の医療診断支援装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記待機時間が経過するまでの間、前記検出の結果または前記鑑別
の結果を表示させていないことを示す情報を前記表示装置に表示させる請求項１から６の
いずれか１項に記載の医療診断支援装置。
【請求項８】
　前記設定部は、前記表示の対象が前記鑑別の結果から前記検出の結果に切り替えられた
場合の待機時間である第１の待機時間を前記待機時間として設定し、
　前記表示制御部は、前記表示の対象が前記鑑別の結果から前記検出の結果に切り替えら
れた場合は前記検出が行われてから前記第１の待機時間が経過した後に前記検出の結果を
表示させる請求項１から７のいずれか１項に記載の医療診断支援装置。
【請求項９】
　前記設定部は、前記表示の対象が前記検出の結果から前記鑑別の結果に切り替えられた
場合の待機時間である第２の待機時間を前記待機時間として設定し、
　前記表示制御部は、前記表示の対象が前記検出の結果から前記鑑別の結果に切り替えら
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れた場合は前記鑑別が行われてから前記第２の待機時間が経過した後に前記鑑別の結果を
表示させる請求項１から８のいずれか１項に記載の医療診断支援装置。
【請求項１０】
　前記検出部と前記鑑別部のいずれかを作動させる作動制御部を備え、
　前記表示制御部は、前記作動の対象が前記検出部と前記鑑別部との間で切り替えられた
場合は、前記表示の対象が前記検出の結果と前記鑑別の結果との間で切り替えられたと判
断して前記作動により得られた前記検出の結果または前記鑑別の結果を表示させる請求項
１から９のいずれか１項に記載の医療診断支援装置。
【請求項１１】
　前記検出部による前記検出と前記鑑別部による前記鑑別とを並行して行う請求項１から
９のいずれか１項に記載の医療診断支援装置。
【請求項１２】
　前記検出部は第１の階層型ネットワークを用いて前記検出を行い、前記鑑別部は第２の
階層型ネットワークを用いて前記鑑別を行う請求項１から１１のいずれか１項に記載の医
療診断支援装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の医療診断支援装置と、
　前記表示装置と、
　被検体に挿入される内視鏡スコープと、
　第１の照明光と、前記第１の照明光とは異なる第２の照明光とのうち一方を前記被検体
に照射する光源装置と、
　を備える内視鏡システム。
【請求項１４】
　前記光源装置は、前記検出と前記鑑別との切り替えに連動して前記第１の照明光と前記
第２の照明光とを切り替える請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１５】
　前記光源装置は、前記検出と前記鑑別との切り替えとは独立して前記第１の照明光と前
記第２の照明光とを切り替える請求項１３に記載の内視鏡システム。
【請求項１６】
　医療画像を時系列順に取得する画像取得ステップと、
　前記医療画像に含まれる注目領域を検出する検出ステップと、
　前記医療画像の鑑別を行う鑑別ステップと、
　前記検出の結果と前記鑑別の結果とのうちいずれかを表示装置に表示させる表示制御ス
テップと、
　前記検出または前記鑑別が行われてから前記表示がされるまでの待機時間を設定する設
定ステップと、を有し、
　前記表示制御ステップでは、前記表示の対象が前記検出の結果と前記鑑別の結果との間
で切り替えられた場合は、前記検出または前記鑑別が行われてから前記待機時間が経過し
た後に前記検出または前記鑑別の結果を表示させる医療診断支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は医療画像に対する認識を行ってその結果を表示する医療診断支援装置、内視鏡
システム、及び医療診断支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療画像を用いた診断支援では、画像に対する認識を行い、その結果を表示装置に表示
する場合がある。認識結果は例えば画像から検出された注目領域を強調表示することによ
り表示されるが、このような表示を行うタイミングを遅らせる技術が知られている。例え
ば特許文献１には、注目領域の検出が開始されたタイミングから第１時間経過後に入力さ
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れる画像に対し強調処理を行う内視鏡画像処理装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】ＷＯ１７／２０３５６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　内視鏡等の医療機器による観察や診断では、取得した医療画像に対する認識内容（注目
領域の検出、画像の鑑別等）や表示する対象（いずれの認識についての結果を表示するか
、等）を切り替える場合がある。しかしながら、上述した特許文献１では注目領域を検出
した際の強調表示を注目領域の位置情報及びサイズ情報（の少なくとも一方）に基づいて
遅延させるだけで、認識や表示対象の切り替えは考慮されていないので、例えばある認識
の後に他の認識を行い、その後再度当初の認識に復帰する場合、認識の切り替え直後は同
じ被写体（注目領域等）についての認識結果が表示されてユーザが煩わしさを感じ、観察
や診断の妨げになるおそれがある。このように、従来の技術では認識や表示対象の切り替
えを行う場合の視認性が考慮されていなかった。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、医療画像の認識結果の視認性が高い
医療診断装置、内視鏡システム、及び医療診断支援方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した目的を達成するため、本発明の第１の態様に係る医療診断支援装置は、医療画
像を時系順に取得する画像取得部と、医療画像に含まれる注目領域を検出する検出部と、
医療画像の鑑別を行う鑑別部と、検出の結果と鑑別の結果とのうちいずれかを表示装置に
表示させる表示制御部と、検出または鑑別が行われてから表示がされるまでの待機時間を
設定する設定部と、を備え、表示制御部は、表示の対象が検出の結果と鑑別の結果との間
で切り替えられた場合は、検出または鑑別が行われてから待機時間が経過した後に検出ま
たは鑑別の結果を表示させる。第１の態様では、表示の対象が検出の結果と鑑別の結果と
の間で切り替えられた場合は、検出または鑑別が行われてから待機時間が経過した後に検
出または鑑別の結果を表示させるので、切り替え直後に同じ被写体（注目領域等）につい
ての認識結果が表示されてユーザが煩わしさを感じて観察や診断の妨げになることがなく
、医療画像の認識結果の視認性が高い。
【０００７】
　第１の態様において、切り替えにより検出と鑑別とのうち一方を行いその結果を表示し
てもよいし、両方の認識を並行して行い表示の対象（検出の結果または鑑別の結果）を切
り替えてもよい。即ち、認識の切り替えにより表示の対象を切り替えてもよいし、認識を
切り替えずに表示の対象を切り替えてもよい。なお、検出結果の表示は注目領域の検出位
置、大きさ、形状等に応じて図形や記号を重畳表示する、位置座標を数値表示する、注目
領域の色彩や階調を変更する等により行うことができ、鑑別結果の表示は文字、数字、図
形、記号、色彩等により行うことができる。検出結果及び鑑別結果は医療画像に重畳表示
してもよいし、画像とは別に表示（表示画面の別領域に表示、別画面に表示等）してもよ
い。なお、鑑別は検出の結果に関わらず医療画像の全体もしくは一部について行うことが
できる。
【０００８】
　第１の態様において、医療画像は認識を行う際に撮影し取得してもよいし、あらかじめ
撮影された画像を取得してもよい。即ち、画像の取得と認識及び表示とを並行して行って
もよいし、あらかじめ撮影及び記録された画像に対して事後的に認識及び表示を行っても
よい。また、画像取得部が取得する医療画像は、撮影画像に対し画像処理（特定の被写体
や特定の色成分（周波数帯域）を強調する等）を施した画像でもよい。なお、第１の態様
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に係る医療診断支援装置は例えば画像診断支援システムや内視鏡システムのプロセッサ、
医療画像処理用のコンピュータとして実現することができるが、このような態様には限定
されない。
【０００９】
　第１の態様において「医療画像を時系列順に取得する」には、例えば決められたフレー
ムレートで複数フレームの医療画像を取得することが含まれる。なお、第１の態様に係る
医療診断支援装置は、終了条件を満たすまで医療画像の処理（検出、鑑別、表示）を継続
させる繰り返し制御部を備えていてもよい。また、第１の態様及び以下の各態様において
、「注目領域」（ＲＯＩ：Region Of Interest）は「関心領域」ともいう。また、第１の
態様及び以下の各態様において、医療画像は医用画像ともいう。
【００１０】
　第２の態様に係る医療診断支援装置は第１の態様において、医療画像を構成するフレー
ム間の動き量を推定する推定部を備え、設定部は推定した動き量に応じて待機時間を設定
する。
【００１１】
　第３の態様に係る医療診断支援装置は第２の態様において、設定部は、動き量がしきい
値よりも大きい場合はしきい値に対応する待機時間よりも短い待機時間を待機時間として
設定し、動き量がしきい値以下の場合はしきい値に対応する待機時間よりも長い待機時間
を待機時間として設定する。第３の態様は、動き量が大きい場合は異なる被写体（注目領
域等）が映っている可能性が高いため待機時間を短くし、動き量が小さい場合は同一の被
写体が映っている可能性が高い（この場合、すぐに結果を表示するとユーザが煩わしさを
感じ診断の妨げになるおそれがある）ため待機時間を長くするものである。
【００１２】
　第４の態様に係る医療診断支援装置は第１から第３の態様のいずれか１つにおいて、医
療画像から検出された注目領域の情報を記憶装置に記憶させる記憶制御部と、検出部が検
出した注目領域が既に検出された注目領域であるか否かを、記憶された情報に基づいて判
断する判断部と、をさらに備え、表示制御部は、検出部が検出した注目領域が既に検出さ
れた注目領域であると判断された場合は、待機時間が経過しても表示を行わない。既に検
出された注目領域について繰り返し結果が表示されるとユーザが煩わしさを感じる可能性
があるため、第４の態様ではそのような場合は待機時間が経過しても表示を行わないこと
としている。
【００１３】
　第５の態様に係る医療診断支援装置は第１から第４の態様のいずれか１つにおいて、ユ
ーザの操作を受け付ける受付部をさらに備え、設定部は受け付けた操作に基づいて待機時
間を設定する。第５の態様によれば、ユーザ（医師等）は所望の値を入力することができ
る。
【００１４】
　第６の態様に係る医療診断支援装置は第５の態様において、設定部は、あらかじめ決め
られた複数の待機時間からユーザの操作により選択された待機時間を待機時間として設定
する。第６の態様によれば、ユーザは待機時間を容易に設定することができる。
【００１５】
　第７の態様に係る医療診断支援装置は第１から第６の態様のいずれか１つにおいて、表
示制御部は、待機時間が経過するまでの間、検出の結果または鑑別の結果を表示させてい
ないことを示す情報を表示装置に表示させる。ユーザは、結果が表示されていないと装置
が正しく動作しているかどうか不安になる可能性があるが、第７の態様のように情報を表
示させることでそのような不安を解消することができる。
【００１６】
　第８の態様に係る医療診断支援装置は第１から第７の態様のいずれか１つにおいて、設
定部は、表示の対象が鑑別の結果から検出の結果に切り替えられた場合の待機時間である
第１の待機時間を待機時間として設定し、表示制御部は、表示の対象が鑑別の結果から検
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出の結果に切り替えられた場合は検出が行われてから第１の待機時間が経過した後に検出
の結果を表示させる。設定部はユーザ操作に応じて第１の待機時間を設定してもよいし、
ユーザ操作によらずに設定してもよい。
【００１７】
　第９の態様に係る医療診断支援装置は第１から第８の態様のいずれか１つにおいて、設
定部は、表示の対象が検出の結果から鑑別の結果に切り替えられた場合の待機時間である
第２の待機時間を待機時間として設定し、表示制御部は、表示の対象が検出の結果から鑑
別の結果に切り替えられた場合は鑑別が行われてから第２の待機時間が経過した後に鑑別
の結果を表示させる。設定部はユーザ操作に応じて第２の待機時間を設定してもよいし、
ユーザ操作によらずに設定してもよい。
【００１８】
　第１０の態様に係る医療診断支援装置は第１から第９の態様のいずれか１つにおいて、
検出部と鑑別部のいずれかを作動させる作動制御部を備え、表示制御部は、作動の対象が
検出部と鑑別部との間で切り替えられた場合は、表示の対象が検出の結果と鑑別の結果と
の間で切り替えられたと判断して作動により得られた検出の結果または鑑別の結果を表示
させる。これにより、ユーザは作動対象の切り替えと別に表示の対象を切り替える必要が
ない。作動制御部は、ユーザの操作に応じていずれを作動させるか決定してもよい。
【００１９】
　第１１の態様に係る医療診断支援装置は第１から第９の態様のいずれか１つにおいて、
検出部による検出と鑑別部による鑑別とを並行して行う。したがって検出の結果と鑑別の
結果とが得られるが、表示の対象の切り替えにより、表示制御部が検出の結果または鑑別
の結果を表示する。なお、「並行して行う」には、時系列順に取得した医療画像を構成す
るフレームに対し検出と鑑別の両方を行うことが含まれる。
【００２０】
　第１２の態様に係る医療診断支援装置は第１から第１１の態様のいずれか１つにおいて
、検出部は第１の階層型ネットワークを用いて検出を行い、鑑別部は第２の階層型ネット
ワークを用いて鑑別を行う。第１２の態様は検出部及び鑑別部の構成の一態様を規定する
ものである。階層型ネットワークとしては、例えば深層学習等の機械学習により構成され
たＣＮＮ（ＣＮＮ：Convolutional Neural Network）を用いることができる。
【００２１】
　上述した目的を達成するため、本発明の第１３の態様に係る内視鏡システムは第１から
第１２の態様のいずれか１つに係る医療診断支援装置と、表示装置と、被検体に挿入され
る内視鏡スコープと、第１の照明光と、第１の照明光とは異なる第２の照明光とのうち一
方を被検体に照射する光源装置と、を備える。第１３の態様によれば、第１から第１２の
態様のいずれか１つに係る医療診断支援装置により検出及び鑑別を行いその結果を表示す
ることができるので、医療画像の認識結果の視認性が高い。
【００２２】
　第１３の態様において、第１の照明光及び第２の照明光は通常光と特殊光（狭帯域光等
）でもよいし、第１の特殊光と第２の特殊光でもよい。また、例えば波長帯域または分光
スペクトルの少なくとも一方が同一でない場合に「照明光が異なる」に該当すると判断す
ることができる。なお、第１，第２の照明光に加えて他の照明光（第３の照明光、第４の
照明光等）を照射可能な光源装置を用いてもよい。
【００２３】
　第１３の態様において、光源から出射された光をそのまま照明光として用いてもよいし
、光源から出射された光に特定の波長帯域を透過させるフィルタを適用して生成した光を
照明光としてもよい。例えば、狭帯域光を照明光として用いる場合、狭帯域光用の光源か
ら照射された光を照明光として用いてもよいし、白色光に対し特定の波長帯域を透過させ
るフィルタを適用して生成した光を照明光としてもよい。この場合、白色光に適用するフ
ィルタを順次切り替えることで、異なる狭帯域光を異なるタイミングで照射してもよい。
【００２４】
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　第１４の態様に係る内視鏡システムは第１３の態様において、光源装置は、検出と鑑別
との切り替えに連動して第１の照明光と第２の照明光とを切り替える。第１４の態様によ
れば、ユーザは認識の切り替えと別に照明光の切替操作を行う必要がない。
【００２５】
　第１５の態様に係る内視鏡システムは第１３の態様において、光源装置は、検出と鑑別
との切り替えとは独立して第１の照明光と第２の照明光とを切り替える。照明光の切り替
えはユーザの操作に応じて行うことができ、これによりユーザは所望の照明光により認識
（検出または鑑別）を行うことができる。検出の際の照明光と鑑別の際の照明光とは同じ
でもよいし、違っていてもよい。
【００２６】
　上述した目的を達成するため、本発明の第１６の態様に係る医療診断支援方法は、医療
画像を時系列順に取得する画像取得ステップと、医療画像に含まれる注目領域を検出する
検出ステップと、医療画像の鑑別を行う鑑別ステップと、検出の結果と鑑別の結果とのう
ちいずれかを表示装置に表示させる表示制御ステップと、検出または鑑別が行われてから
表示がされるまでの待機時間を設定する設定ステップと、を有し、表示制御ステップでは
、表示の対象が検出の結果と鑑別の結果との間で切り替えられた場合は、検出または鑑別
が行われてから待機時間が経過した後に検出または鑑別の結果を表示させる。第１６の態
様に係る医療診断支援方法は、第１の態様と同様に医療画像の認識結果の視認性が高い。
【００２７】
　なお、第１６の態様に係る医療診断支援方法に対し、第２から第１２の態様と同様の構
成をさらに含めてもよい。また、それら態様の医療診断支援方法を医療画像処理装置や内
視鏡システムに実行させるプログラム、並びにそのプログラムのコンピュータ読み取り可
能なコードを記録した非一時的記録媒体も本発明の態様として挙げることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　以上説明したように、本発明の医療診断支援装置、内視鏡システム、及び医療診断支援
方法は医療画像の認識結果の視認性が高い。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る内視鏡システムの外観図である。
【図２】図２は、内視鏡システムの構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、内視鏡の先端硬質部の構成を示す図である。
【図４】図４は、画像処理部の機能構成を示す図である。
【図５】図５は、検出部及び鑑別部に関する構成を示す図である。
【図６】図６は、畳み込みニューラルネットワークの構成例を示す図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る医療診断支援方法の手順を示すフローチャートで
ある。
【図８】図８は、待機時間の設定画面の例を示す図である。
【図９】図９は、待機時間の設定画面の他の例を示す図である。
【図１０】図１０は、動き量に応じた待機時間の設定画面の例を示す図である。
【図１１】図１１は、鑑別結果の表示例を示す図である。
【図１２】図１２は、待機期間が経過するまでの画面の例を示す図である。
【図１３】図１３は、検出結果の表示例を示す図である。
【図１４】図１４は、結果を表示していない状態であることを示す情報の表示例を示す図
である。
【図１５】図１５は、第１の実施形態に係る医療診断支援方法の手順を示す他のフローチ
ャートである。
【図１６】図１６は、画像処理部の機能構成の他の例を示す図である。
【図１７】図１７は、検出部及び鑑別部に関する構成の変形例を示す図である。
【図１８】図１８は、変形例における医療診断支援方法の手順を示すフローチャートであ
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る。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、添付図面を参照しつつ、本発明に係る医療診断支援装置、内視鏡システム、及び
医療診断支援方法の実施形態について詳細に説明する。
【００３１】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、第１の実施形態に係る内視鏡システム１０（医用画像処理装置、医療画像処理
装置、医療診断支援装置、内視鏡システム）を示す外観図であり、図２は内視鏡システム
１０の要部構成を示すブロック図である。図１，２に示すように、内視鏡システム１０は
、内視鏡スコープ１００（内視鏡スコープ、内視鏡本体）、プロセッサ２００（プロセッ
サ、画像処理装置、医療画像処理装置、医療診断支援装置）、光源装置３００（光源装置
）、及びモニタ４００（表示装置）から構成される。
【００３２】
　＜内視鏡スコープの構成＞
　内視鏡スコープ１００は、手元操作部１０２（手元操作部）と、この手元操作部１０２
に連設される挿入部１０４（挿入部）とを備える。術者（ユーザ）は手元操作部１０２を
把持して操作し、挿入部１０４を被検体（生体）の体内に挿入して観察する。また、手元
操作部１０２には送気送水ボタン１４１、吸引ボタン１４２、及び各種の機能を割り付け
られる機能ボタン１４３、及び撮影開始及び終了の指示操作（静止画像、動画像）を受け
付ける撮影ボタン１４４が設けられている。機能ボタン１４３に認識内容（後述する検出
と鑑別等）の切り替え、表示対象の設定あるいは切り替え、照明光の切り替え等の機能を
割り付けてもよい。挿入部１０４は、手元操作部１０２側から順に、軟性部１１２（軟性
部）、湾曲部１１４（湾曲部）、先端硬質部１１６（先端硬質部）で構成されている。即
ち、先端硬質部１１６の基端側に湾曲部１１４が接続され、湾曲部１１４の基端側に軟性
部１１２が接続される。挿入部１０４の基端側に手元操作部１０２が接続される。ユーザ
は、手元操作部１０２を操作することにより湾曲部１１４を湾曲させて先端硬質部１１６
の向きを上下左右に変えることができる。先端硬質部１１６には、撮影光学系１３０（撮
像部）、照明部１２３、鉗子口１２６等が設けられる（図１～図３参照）。
【００３３】
　観察、処置の際には、操作部２０８（図２参照）の操作により、照明部１２３の照明用
レンズ１２３Ａ，１２３Ｂから白色光及び／または特殊光としての狭帯域光（赤色狭帯域
光、緑色狭帯域光、青色狭帯域光、及び紫色狭帯域光のうち１つ以上）を照射することが
できる。また、送気送水ボタン１４１の操作により図示せぬ送水ノズルから洗浄水が放出
されて、撮影光学系１３０の撮影レンズ１３２（撮影レンズ、撮像部）、及び照明用レン
ズ１２３Ａ，１２３Ｂを洗浄することができる。先端硬質部１１６で開口する鉗子口１２
６には不図示の管路が連通しており、この管路に腫瘍摘出等のための図示せぬ処置具が挿
通されて、適宜進退して被検体に必要な処置を施せるようになっている。
【００３４】
　図１～図３に示すように、先端硬質部１１６の先端側端面１１６Ａには撮影レンズ１３
２（撮像部）が配設されている。撮影レンズ１３２の奥にはＣＭＯＳ（Complementary Me
tal-Oxide Semiconductor）型の撮像素子１３４（撮像素子、撮像部）、駆動回路１３６
、ＡＦＥ１３８（ＡＦＥ：Analog Front End）が配設されて、これらの要素により画像信
号を出力する。撮像素子１３４はカラー撮像素子であり、特定のパターン配列（ベイヤー
配列、Ｘ－Ｔｒａｎｓ（登録商標）配列、ハニカム配列等）でマトリクス状に配置（２次
元配列）された複数の受光素子により構成される複数の画素を備える。撮像素子１３４の
各画素はマイクロレンズ、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、または青（Ｂ）のカラーフィルタ及び光
電変換部（フォトダイオード等）を含んでいる。撮影光学系１３０は、赤，緑，青の３色
の画素信号からカラー画像を生成することもできるし、赤，緑，青のうち任意の１色また
は２色の画素信号から画像を生成することもできる。なお、第１の実施形態では撮像素子
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１３４がＣＭＯＳ型の撮像素子である場合について説明するが、撮像素子１３４はＣＣＤ
（Charge Coupled Device）型でもよい。なお、撮像素子１３４の各画素は紫色光源に対
応した紫色カラーフィルタ及び／または赤外光源に対応した赤外用フィルタをさらに備え
ていてもよく、この場合紫及び／または赤外の画素信号を考慮して画像を生成することが
できる。
【００３５】
　被検体（腫瘍部、病変部）の光学像は撮影レンズ１３２により撮像素子１３４の受光面
（撮像面）に結像されて電気信号に変換され、不図示の信号ケーブルを介してプロセッサ
２００に出力されて映像信号に変換される。これにより、プロセッサ２００に接続された
モニタ４００に観察画像が表示される。
【００３６】
　また、先端硬質部１１６の先端側端面１１６Ａには、撮影レンズ１３２に隣接して照明
部１２３の照明用レンズ１２３Ａ、１２３Ｂが設けられている。照明用レンズ１２３Ａ，
１２３Ｂの奥には、後述するライトガイド１７０の射出端が配設され、このライトガイド
１７０が挿入部１０４、手元操作部１０２、及びユニバーサルケーブル１０６に挿通され
、ライトガイド１７０の入射端がライトガイドコネクタ１０８内に配置される。
【００３７】
　＜光源装置の構成＞
　図２に示すように、光源装置３００は、照明用の光源３１０、絞り３３０、集光レンズ
３４０、及び光源制御部３５０等から構成されており、照明光（観察光）をライトガイド
１７０に入射させる。光源３１０は、それぞれ赤色、緑色、青色、紫色の狭帯域光を照射
する赤色光源３１０Ｒ、緑色光源３１０Ｇ、青色光源３１０Ｂ、紫色光源３１０Ｖを備え
ており、赤色、緑色、青色、及び紫色の狭帯域光を照射することができる。光源３１０に
よる照明光の照度は光源制御部３５０により制御され、必要に応じて照明光の照度を下げ
ること、及び照明を停止することができる。
【００３８】
　光源３１０は赤色、緑色、青色、及び紫色の狭帯域光を任意の組合せで発光させること
ができる。例えば、赤色、緑色、青色、及び紫色の狭帯域光を同時に発光させて白色光（
通常光；第１の照明光の一例）を照明光（観察光）として照射することもできるし、いず
れか１つもしくは２つを発光させることで特殊光としての狭帯域光（第２の照明光の一例
）を照射することもできる。光源３１０は、赤外光（狭帯域光の一例）を照射する赤外光
源をさらに備えていてもよい。また、白色光を照射する光源と、白色光及び各狭帯域光を
透過させるフィルタとにより、白色光または狭帯域光を照明光として照射してもよい。光
源装置３００は、光源制御部３５０の制御により、後述する検出と鑑別との切り替えに連
動して第１の照明光と第２の照明光とを切り替えることもできるし、検出と鑑別との切り
替えとは独立して第１の照明光と第２の照明光とを切り替えることもできる。連動して切
り替えを行う場合、ユーザは認識の切り替えと別に照明光の切替操作を行う必要がなく、
独立して切り替えを行う場合、ユーザは所望の照明光により認識（検出または鑑別）を行
うことができる。このような照明光の切り替えは操作部２０８や機能ボタン１４３を介し
たユーザの操作に応じて行ってもよいし、ユーザの操作によらずに行ってもよい。
【００３９】
　＜光源の波長帯域＞
　光源３１０は白色帯域の光、または白色帯域の光として複数の波長帯域の光を発生する
光源でもよいし、白色の波長帯域よりも狭い特定の波長帯域の光を発生する光源でもよい
。特定の波長帯域は、可視域の青色帯域もしくは緑色帯域、あるいは可視域の赤色帯域で
あってもよい。特定の波長帯域が可視域の青色帯域もしくは緑色帯域である場合、３９０
ｎｍ以上４５０ｎｍ以下、または５３０ｎｍ以上５５０ｎｍ以下の波長帯域を含み、かつ
、３９０ｎｍ以上４５０ｎｍ以下または５３０ｎｍ以上５５０ｎｍ以下の波長帯域内にピ
ーク波長を有していてもよい。また、特定の波長帯域が可視域の赤色帯域である場合、５
８５ｎｍ以上６１５ｎｍ以下、または６１０ｎｍ以上７３０ｎｍ以下、の波長帯域を含み
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、かつ、特定の波長帯域の光は、５８５ｎｍ以上６１５ｎｍ以下または６１０ｎｍ以上７
３０ｎｍ以下の波長帯域内にピーク波長を有していてもよい。
【００４０】
　上述した特定の波長帯域の光は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンとで吸光係数が
異なる波長帯域を含み、かつ、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンとで吸光係数が異な
る波長帯域にピーク波長を有していてもよい。この場合、特定の波長帯域は、４００±１
０ｎｍ、４４０±１０ｎｍ、４７０±１０ｎｍ、または、６００ｎｍ以上７５０ｎｍ以下
の波長帯域を含み、かつ、４００±１０ｎｍ、４４０±１０ｎｍ、４７０±１０ｎｍ、ま
たは６００ｎｍ以上７５０ｎｍ以下の波長帯域にピーク波長を有していてもよい。
【００４１】
　また、光源３１０が発生する光は７９０ｎｍ以上８２０ｎｍ以下、または９０５ｎｍ以
上９７０ｎｍ以下の波長帯域を含み、かつ、７９０ｎｍ以上８２０ｎｍ以下または９０５
ｎｍ以上９７０ｎｍ以下の波長帯域にピーク波長を有していてもよい。
【００４２】
　また、光源３１０は、ピークが３９０ｎｍ以上４７０ｎｍ以下である励起光を照射する
光源を備えていてもよい。この場合、被検体（生体）内の蛍光物質が発する蛍光の情報を
有する医用画像（生体内画像）を取得することができる。蛍光画像を取得する場合は、蛍
光法用色素剤（フルオレスチン、アクリジンオレンジ等）を使用してもよい。
【００４３】
　光源３１０の光源種類（レーザ光源、キセノン光源、ＬＥＤ光源（ＬＥＤ：Light-Emit
ting Diode）等）、波長、フィルタの有無等は被写体の種類、観察の目的等に応じて構成
することが好ましく、また観察の際は被写体の種類、観察の目的等に応じて照明光の波長
を組合せ及び／または切り替えることが好ましい。波長を切り替える場合、例えば光源の
前方に配置され特定波長の光を透過または遮光するフィルタが設けられた円板状のフィル
タ（ロータリカラーフィルタ）を回転させることにより、照射する光の波長を切り替えて
もよい。
【００４４】
　また、本発明を実施する際に用いる撮像素子は撮像素子１３４のように各画素に対しカ
ラーフィルタが配設されたカラー撮像素子に限定されるものではなく、モノクロ撮像素子
でもよい。モノクロ撮像素子を用いる場合、照明光（観察光）の波長を順次切り替えて面
順次（色順次）で撮像することができる。例えば出射する照明光の波長を紫色、青色、緑
色、赤色の間で順次切り替えてもよいし、広帯域光（白色光）を照射してロータリカラー
フィルタ（赤色、緑色、青色、紫色等）により出射する照明光の波長を切り替えてもよい
。また、１または複数の狭帯域光（緑色、青色等）を照射してロータリカラーフィルタ（
緑色、青色等）により出射する照明光の波長を切り替えてもよい。狭帯域光は波長の異な
る２波長以上の赤外光（第１狭帯域光、第２狭帯域光）でもよい。このように面順次（色
順次）で撮像する場合、各色間で照明光の強度を変化させて画像を取得及び合成してもよ
いし、各色間で照明光の強度を一定にして取得した各色光の画像を重み付けして合成して
もよい。
【００４５】
　ライトガイドコネクタ１０８（図１参照）を光源装置３００に連結することにより、光
源装置３００から照射された照明光がライトガイド１７０を介して照明用レンズ１２３Ａ
、１２３Ｂに伝送され、照明用レンズ１２３Ａ、１２３Ｂから観察範囲に照射される。
【００４６】
　＜プロセッサの構成＞
　図２に基づきプロセッサ２００の構成を説明する。プロセッサ２００は、内視鏡スコー
プ１００から出力される画像信号を画像入力コントローラ２０２を介して入力し、画像処
理部２０４（医療診断支援装置、コンピュータ）で必要な画像処理を行ってビデオ出力部
２０６を介して出力する。これによりモニタ４００（表示装置）に観察画像（医療画像、
撮影画像）及びその認識結果等が表示される。これらの処理はＣＰＵ２１０（ＣＰＵ：Ce
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ntral Processing Unit）の制御下で行われる。即ち、ＣＰＵ２１０は画像処理部として
の機能を有する。通信制御部２０５は、図示せぬ病院内システム（ＨＩＳ：Hospital Inf
ormation System）、病院内ＬＡＮ（Local Area Network）等との通信制御を行う。記録
部２０７には、被写体の画像（医療画像、撮影画像）、注目領域の検出結果、画像の鑑別
結果等が記録される。音声処理部２０９は、ＣＰＵ２１０及び画像処理部２０４の制御に
より、注目領域の検出及び／または分類の結果に応じたメッセージ（音声）等をスピーカ
２０９Ａから出力する。また、音声処理部２０９（医療診断支援装置、受付部）は、ユー
ザの音声をマイク２０９Ｂにより集音し、どのような操作（認識の切り替え、表示対象の
切り替え等）がなされたかを認識することができる。即ち、音声処理部２０９及びマイク
２０９Ｂはユーザの操作を受け付ける受付部として機能する。
【００４７】
　また、ＲＯＭ２１１（ＲＯＭ：Read Only Memory）は不揮発性の記憶素子（非一時的記
録媒体）であり、本発明に係る医療診断支援方法をＣＰＵ２１０及び／または画像処理部
２０４（医療診断支援装置、コンピュータ）に実行させるプログラムのコンピュータ読み
取り可能なコードが記憶されている。ＲＡＭ２１２（ＲＡＭ：Random Access Memory）は
各種処理の際の一時記憶用の記憶素子であり、また画像取得時のバッファとしても使用す
ることができる。
【００４８】
　＜画像処理部の機能＞
　図４は画像処理部２０４の機能構成を示す図である。画像処理部２０４は画像取得部２
０４Ａ（画像取得部）、検出部２０４Ｂ（検出部）、鑑別部２０４Ｃ（鑑別部）、表示制
御部２０４Ｄ（表示制御部）、設定部２０４Ｅ（設定部）、推定部２０４Ｆ（推定部）、
記憶制御部２０４Ｇ（記憶制御部）、判断部２０４Ｈ（判断部）、受付部２０４Ｉ（受付
部）、及び作動制御部２０４Ｊ（作動制御部）を有する。画像処理部２０４は医療画像解
析処理部としても動作する。画像処理部２０４は、終了条件（ユーザによる終了指示操作
等）を満たすまで医療画像の処理（検出、鑑別、表示）を継続させる繰り返し制御部を備
えていてもよい。
【００４９】
　画像処理部２０４は、白色帯域の光、または白色帯域の光として複数の波長帯域の光を
照射して得る通常光画像に基づいて特定の波長帯域の情報を有する特殊光画像を取得する
特殊光画像取得部を備えていてもよい。この場合、特定の波長帯域の信号は、通常光画像
に含まれるＲＧＢ（Ｒ：赤、Ｇ：緑、Ｂ：青）あるいはＣＭＹ（Ｃ：シアン、Ｍ：マゼン
タ、Ｙ：イエロー）の色情報に基づく演算により得ることができる。
【００５０】
　また、画像処理部２０４は、白色帯域の光、または白色帯域の光として複数の波長帯域
の光を照射して得る通常光画像と、特定の波長帯域の光を照射して得る特殊光画像との少
なくとも一方に基づく演算によって、特徴量画像を生成する特徴量画像生成部を備え、医
療画像（医用画像）としての特徴量画像を取得及び表示してもよい。表示制御部２０４Ｄ
が特徴量画像生成部の機能を有していてもよい。また、画像処理部２０４は特定の波長帯
域の色を信号処理で強調する信号処理部（例えば、赤みを帯びた色はより赤く、白っぽい
色はより白くなるように色空間における色の拡張及び／または縮小を行い、粘膜の微妙な
色の違いを強調する）を備えていてもよい。
【００５１】
　＜検出部及び鑑別部に関する構成＞
　図５は画像処理部２０４のうち主として検出部２０４Ｂ及び鑑別部２０４Ｃに関する構
成を示す図である。検出部２０４Ｂは検出用ＣＮＮ２１４（第１の階層型ネットワーク）
を有し、鑑別部２０４Ｃは鑑別用ＣＮＮ２１５（第２の階層型ネットワーク）を有する。
検出用ＣＮＮ２１４及び鑑別用ＣＮＮ２１５は畳み込みニューラルネットワークであり、
階層状のネットワーク構造を有する。検出用ＣＮＮ２１４は学習により構成された認識器
であって、医療画像から注目領域を検出する。また、鑑別用ＣＮＮ２１５は学習により構
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成された認識器であり、医療画像の鑑別を行う。作動制御部２０４Ｊ（作動制御部）は、
検出部２０４Ｂ（検出用ＣＮＮ２１４）と鑑別部２０４Ｃ（鑑別用ＣＮＮ２１５）のいず
れかを作動させる。作動制御部２０４Ｊは、いずれを動作させるかを操作部２０８等を介
したユーザ操作に応じて決定してもよいし、ユーザ操作によらずに決定してもよい。なお
、図５は作動制御部２０４Ｊが検出部２０４Ｂを作動させ、画像取得部２０４Ａが取得し
た内視鏡画像（医療画像）が検出用ＣＮＮ２１４に入力される状態を示しているが、作動
制御部２０４Ｊは鑑別部２０４Ｃを作動させ内視鏡画像を鑑別用ＣＮＮ２１５に入力する
こともできる。この場合の処理の流れを図５中に点線で図示する。検出部２０４Ｂ、鑑別
部２０４Ｃで処理された画像、検出結果及び鑑別結果は表示制御部２０４Ｄの制御により
モニタ４００（表示装置）に表示される。
【００５２】
　＜検出用ＣＮＮ及び鑑別用ＣＮＮの層構成＞
　上述したＣＮＮ（検出用ＣＮＮ２１４、鑑別用ＣＮＮ２１５）の層構成について説明す
る。なお、検出用ＣＮＮ２１４と鑑別用ＣＮＮ２１５とで共通の構成については検出用Ｃ
ＮＮ２１４について説明するが、鑑別用ＣＮＮ２１５についても同様の構成を採用するこ
とができる。図６の（ａ）部分に示す例では、検出用ＣＮＮ２１４は入力層２１４Ａと、
中間層２１４Ｂと、出力層２１４Ｃとを含む。入力層２１４Ａは内視鏡画像（例えば、通
常光画像）を入力して特徴量を出力する。中間層２１４Ｂは畳み込み層２１６及びプーリ
ング層２１７を含み、入力層２１４Ａが出力する特徴量を入力して他の特徴量を算出する
。これらの層は複数の「ノード」が「エッジ」で結ばれた構造となっており、複数の重み
パラメータを保持している。重みパラメータの値は、学習が進むにつれて変化していく。
検出用ＣＮＮ２１４の層構成は畳み込み層２１６とプーリング層２１７とが１つずつ繰り
返される場合に限らず、いずれかの層（例えば、畳み込み層２１６）が複数連続して含ま
れていてもよい。
【００５３】
　＜中間層における処理＞
　中間層２１４Ｂは、畳み込み演算及びプーリング処理によって特徴量を算出する。畳み
込み層２１６で行われる畳み込み演算はフィルタを使用した畳み込み演算により特徴マッ
プを取得する処理であり、画像からのエッジ抽出等の特徴抽出の役割を担う。このフィル
タを用いた畳み込み演算により、１つのフィルタに対して１チャンネル(１枚)の「特徴マ
ップ」が生成される。「特徴マップ」のサイズは、畳み込みによりダウンスケーリングさ
れ、各層で畳み込みが行われるにつれて小さくなって行く。プーリング層２１７で行われ
るプーリング処理は畳み込み演算により出力された特徴マップを縮小（または拡大）して
新たな特徴マップとする処理であり、抽出された特徴が、平行移動などによる影響を受け
ないようにロバスト性を与える役割を担う。中間層２１４Ｂは、これらの処理を行う１ま
たは複数の層により構成することができる。
【００５４】
　中間層２１４Ｂの層のうち、入力側に近い畳み込み層では低次の特徴抽出（エッジの抽
出等）が行われ、出力側に近づくにつれて高次の特徴抽出（対象物の形状、構造等に関す
る特徴の抽出）が行われる。なお、セグメンテーションを行う場合は後半部分の畳み込み
層でアップスケーリングされ、最後の畳み込み層では、入力した画像セットと同じサイズ
の「特徴マップ」が得られる。一方、物体検出を行う場合は位置情報を出力すればよいの
でアップスケーリングは必須ではない。
【００５５】
　なお、中間層２１４Ｂは畳み込み層２１６及びプーリング層２１７の他にバッチノーマ
ライゼーションを行う層を含んでいてもよい。バッチノーマライゼーション処理は学習を
行う際のミニバッチを単位としてデータの分布を正規化する処理であり、学習を速く進行
させる、初期値への依存性を下げる、過学習を抑制する等の役割を担う。
【００５６】
　＜出力層における処理＞
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　検出用ＣＮＮ２１４では、出力層２１４Ｃは、中間層２１４Ｂから出力された特徴量に
基づき、入力された医療画像に含まれる注目領域の位置検出を行ってその結果を出力する
層である。検出用ＣＮＮ２１４はセグメンテーションを行うので、出力層２１４Ｃは、中
間層２１４Ｂから得られる「特徴マップ」により、画像に写っている注目領域の位置を画
素レベルで把握する。即ち、内視鏡画像の画素ごとに注目領域に属するか否かを検出し、
その検出結果を出力することができる。なお、物体検出を行う場合は画素レベルでの判断
は必要なく、出力層２１４Ｃが対象物の位置情報を出力する。
【００５７】
　鑑別用ＣＮＮ２１５では、出力層２１４Ｃは医療画像の鑑別を実行して結果を出力する
。例えば、出力層２１４Ｃは内視鏡画像を「腫瘍性」、「非腫瘍性」、「その他」の３つ
のカテゴリに分類し、鑑別結果として「腫瘍性」、「非腫瘍性」及び「その他」に対応す
る３つのスコア（３つのスコアの合計は１００％）として出力してもよいし、３つのスコ
アから明確に分類できる場合には分類結果を出力してもよい。なお、鑑別用ＣＮＮ２１５
のように鑑別結果を出力する場合、中間層２１５Ｂが最後の１層または複数の層として全
結合層２１８を有することが好ましい（図６の（ｂ）部分を参照）。その他の層について
は、上述した検出用ＣＮＮ２１４と同様の構成を用いることができる。
【００５８】
　上述した構成の検出用ＣＮＮ２１４は、画像とその画像における注目領域の位置に関す
る情報を用いた学習（例えば、深層学習等の機械学習）により構成することができる。同
様に、鑑別用ＣＮＮ２１５は画像とその画像のカテゴリに関する情報を用いた学習により
構成することができる。
【００５９】
　＜プロセッサ等による画像処理部の機能の実現＞
　上述した画像処理部２０４の機能は、各種のプロセッサ（processor）を用いて実現で
きる。各種のプロセッサには、例えばソフトウェア（プログラム）を実行して各種の機能
を実現する汎用的なプロセッサであるＣＰＵ（Central Processing Unit）が含まれる。
また、上述した各種のプロセッサには、画像処理に特化したプロセッサであるＧＰＵ（Gr
aphics Processing Unit）、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）などの製造後
に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス（Programmab
le Logic Device：ＰＬＤ）も含まれる。さらに、ＡＳＩＣ（Application Specific Inte
grated Circuit）などの特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有す
るプロセッサである専用電気回路なども上述した各種のプロセッサに含まれる。
【００６０】
　各部の機能は１つのプロセッサにより実現されてもよいし、同種または異種の複数のプ
ロセッサ（例えば、複数のＦＰＧＡ、あるいはＣＰＵとＦＰＧＡの組み合わせ、またはＣ
ＰＵとＧＰＵの組み合わせ）で実現されてもよい。また、複数の機能を１つのプロセッサ
で実現してもよい。複数の機能を１つのプロセッサで構成する例としては、第１に、画像
処理装置本体、サーバなどのコンピュータに代表されるように、１つ以上のＣＰＵとソフ
トウェアの組合せで１つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の機能として実現
する形態がある。第２に、システムオンチップ（System On Chip：ＳｏＣ）などに代表さ
れるように、システム全体の機能を１つのＩＣ（Integrated Circuit）チップで実現する
プロセッサを使用する形態がある。このように、各種の機能は、ハードウェア的な構造と
して、上述した各種のプロセッサを１つ以上用いて構成される。さらに、これらの各種の
プロセッサのハードウェア的な構造は、より具体的には、半導体素子などの回路素子を組
み合わせた電気回路（circuitry）である。これらの電気回路は、論理和、論理積、論理
否定、排他的論理和、及びこれらを組み合わせた論理演算を用いて上述した機能を実現す
る電気回路であってもよい。
【００６１】
　上述したプロセッサあるいは電気回路がソフトウェア（プログラム）を実行する際は、
実行するソフトウェアのプロセッサ（コンピュータ）読み取り可能なコードをＲＯＭ（Re
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ad Only Memory）等の非一時的記録媒体に記憶しておき、プロセッサがそのソフトウェア
を参照する。非一時的記録媒体に記憶しておくソフトウェアは、医療画像の取得、検出及
び鑑別、結果の表示制御を実行するためのプログラムを含む。ＲＯＭではなく各種光磁気
記録装置、半導体メモリ等の非一時的記録媒体にコードを記録してもよい。ソフトウェア
を用いた処理の際には例えばＲＡＭ（Random Access Memory）が一時的記憶領域として用
いられ、また例えば不図示のＥＥＰＲＯＭ（Electronically Erasable and Programmable
 Read Only Memory）に記憶されたデータを参照することもできる。
【００６２】
　画像処理部２０４のこれらの機能による処理については、詳細を後述する。なお、これ
らの機能による処理はＣＰＵ２１０の制御下で行われる。
【００６３】
　＜操作部の構成＞
　プロセッサ２００は操作部２０８（受付部）を備えている。操作部２０８は図示せぬ照
明光設定スイッチ、フットスイッチ等を備えており、使用する照明光（通常光（白色光）
か狭帯域光等の特殊光か、狭帯域光の場合いずれの波長の狭帯域光を用いるか）を設定す
ることができる。また、操作部２０８は図示せぬキーボード及びマウスを含み、ユーザは
これらデバイスを介して撮影条件及び表示条件の設定操作、待機時間の設定操作、認識（
検出または鑑別）の設定及び切替操作、照明光の設定及び切替操作、動画像または静止画
像の撮影指示（取得指示）等を行うことができる（動画像、静止画像の撮影指示は撮影ボ
タン１４４により行ってもよい）。これらの設定操作は上述したフットスイッチ等を介し
て行っても良いし、音声（マイク２０９Ｂ及び音声処理部２０９により処理できる）、視
線、ジェスチャ等により行ってもよい。即ち、操作部２０８はユーザの操作を受け付ける
受付部として機能する。
【００６４】
　＜記録部の構成＞
　記録部２０７（記録装置）は各種の光磁気記録媒体、半導体メモリ等の非一時的記録媒
体及びこれら記録媒体の制御部を含んで構成され、内視鏡画像（医療画像、医用画像）、
注目領域の検出結果、医療画像の鑑別結果等を互いに関連付けて記録することができる。
これらの画像及び情報は、操作部２０８を介した操作、ＣＰＵ２１０及び／または画像処
理部２０４の制御によりモニタ４００に表示される。
【００６５】
　＜表示装置の構成＞
　モニタ４００（表示装置）は、操作部２０８を介した操作、ＣＰＵ２１０及び／または
画像処理部２０４の制御により内視鏡画像、注目領域の検出結果、医療画像の鑑別結果等
を表示する。また、モニタ４００は撮影条件設定操作及び／または表示条件設定操作を行
うための図示せぬタッチパネルを有する。
【００６６】
　＜医療診断支援方法＞
　上述した構成の内視鏡システム１０を用いた医療診断支援方法について説明する。図７
は第１の実施形態に係る医療診断支援方法の手順を示すフローチャートである。なお、図
７は表示の対象が初期状態では鑑別結果で、その後検出結果に切り替えられた場合の処理
を示している。
【００６７】
　＜待機時間の設定＞
　設定部２０４Ｅ（設定部）は、認識結果表示の待機時間を設定する（ステップＳ１００
：待機時間設定ステップ）。設定部２０４Ｅは、操作部２０８（受付部）が受け付けたユ
ーザの操作に基づいて待機時間を設定することができる。例えば、図８に示すように、ユ
ーザは表示の対象が鑑別の結果から検出の結果に切り替えられた場合の待機時間（第１の
待機時間）をモニタ４００に表示された待機時間設定画面の領域５０１に入力し、表示の
対象が検出の結果から鑑別の結果に切り替えられた場合の待機時間（第２の待機時間）を
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領域５０２に入力することができる。なお、設定部２０４Ｅは第１の待機時間と第２の待
機時間とを異なる値に設定してもよい（以下に示す例でも同様である）。
【００６８】
　設定部２０４Ｅは、あらかじめ決められた複数の待機時間からユーザの操作により選択
された待機時間を待機時間として設定してもよい。例えば、図９に示すように、ユーザは
モニタ４００に表示された待機時間設定画面のチェックボックス５１１をチェックするこ
とにより第１の待機時間を選択し、チェックボックス５１２をチェックすることにより第
２の待機時間を選択することができる。
【００６９】
　設定部２０４Ｅは、医療画像を構成するフレーム間の動き量に基づいて第１の待機時間
及び第２の待機時間を設定することもできる。この場合、推定部２０４Ｆ（推定部）がフ
レーム間の差分等に基づいて動き量を推定し、設定部２０４Ｅは推定した動き量に応じて
待機時間を設定することができる。具体的には、例えば動き量がしきい値よりも大きい場
合はしきい値に対応する待機時間よりも短い待機時間を待機時間として設定し、動き量が
しきい値以下の場合はしきい値に対応する待機時間よりも長い待機時間を待機時間として
設定する。このように設定するのは、動き量が大きい（動きが速い）場合は異なる被写体
（注目領域等）が映っている可能性が高いため待機時間を短くし、動き量が小さい（動き
が遅い）場合は同一の被写体が映っている可能性が高い（この場合、すぐに結果を表示す
るとユーザが煩わしさを感じ診断の妨げになるおそれがある）ため待機時間を長くするも
のである。しきい値、及びしきい値に対応する待機時間は複数設定してもよい。
【００７０】
　図１０は動き量に応じた待機時間をユーザの操作に基づいて設定する様子を示す図であ
る。ユーザは、モニタ４００に表示された待機時間設定画面の領域５２０に、「Fast」（
動きが速い、即ち動き量が大きい）の場合、「Middle」（動きが中間、即ち動き量が中間
）の場合、「Slow」（動きが遅い、即ち動き量が小さい）の場合の待機時間を入力するこ
とができる。待機時間の設定に関し、動き量は２段階（例えば「速い」と「遅い」）に分
けてもよいし、３段階以上に細かく分けてもよい。このような設定は、第１，第２の待機
時間について同様に行うことができる。なお、設定部２０４Ｅは、特定の動き量、例えば
「Middle」の場合の動き量を上述したしきい値として待機時間を設定してもよい。この場
合、設定部２０４Ｅは、推定した動き量がしきい値より大きい場合は「Fast」として「Mi
ddle」の待機時間よりも短い待機時間を設定し、推定した動き量がしきい値より小さい場
合は「Slow」として「Middle」の待機時間よりも長い待機時間を設定することができる。
【００７１】
　なお、注目領域の検出を通常光（白色光）で行い鑑別は特殊光（狭帯域光等）で行う等
、認識の内容と照明光とが対応している場合があるため、使用する照明光に応じて待機時
間を設定してもよい。また、照明光が通常光からＬＣＩ（Linked Color Imaging：登録商
標）などの検出に用いる特殊光に変更された場合は、切り替え前後で同一の病変や注目領
域を観察している可能性が高いため、待機時間をゼロに設定して報知情報（認識結果）を
連続して表示することが好ましい。照明光に応じた待機時間の設定も、動き量の場合と同
様にユーザの操作に応じて行ってもよいし、ユーザの操作によらずに行ってもよい。
【００７２】
　このような待機時間の設定により、ユーザ（医師等）は所望の待機時間を容易に設定す
ることができる。なお、待機時間の設定は処理の開始時だけでなく処理開始後に随時行う
ことができる。また、ステップＳ１００では照明光、撮影条件等待機時間以外の条件を設
定してもよい。
【００７３】
　＜医療画像の取得＞
　ステップＳ１０２では、操作部２０８等を介した設定（照明光の設定及び切り替え）に
基づいて光源装置３００が照明光を照射し、撮影光学系１３０により被検体の画像（内視
鏡画像、医療画像）を撮影して、撮影した画像を画像取得部２０４Ａが取得する（画像取



(16) JP 2020-69300 A 2020.5.7

10

20

30

40

50

得ステップ）。画像取得部２０４Ａは、決められたフレームレートにより時系列順に複数
の医療画像を取得することができる。なお、医療画像の鑑別を行う場合、例えば青色狭帯
域光等の特殊光（第２の聡明光の一例）を照明光とすることができるが、他の照明光を用
いてもよい。
【００７４】
　＜医療画像の認識（鑑別）＞
　作動制御部２０４Ｊは取得した医療画像を鑑別部２０４Ｃ（鑑別用ＣＮＮ２１５）に入
力し、鑑別部２０４Ｃは鑑別用ＣＮＮ２１５により医療画像を鑑別（分類）する（ステッ
プＳ１０４：鑑別ステップ）。鑑別は医療画像の全体もしくは一部について行うことがで
き、その結果に基づいてユーザ（医師等）が対象とする領域の良悪性等を判断する。注目
領域が検出されている場合、その注目領域について鑑別を行ってもよい。鑑別部２０４Ｃ
は、どのような範囲を対象として鑑別を行うかを操作部２０８を介したユーザの操作に基
づいて決定してもよいし、ユーザの操作によらずに決定してもよい。鑑別の例としては、
病変の病種（過形成ポリープ、腺腫、粘膜内癌、浸潤癌など）、病変の範囲、病変のサイ
ズ、病変の肉眼形、癌のステージ診断、管腔内の現在位置（上部であれば咽頭、食道、胃
、十二指腸等、下部であれば盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、Ｓ状結腸、直腸等）
等を挙げることができる。
【００７５】
　表示制御部２０４Ｄは、このような鑑別の結果に応じてモニタ４００（表示装置）に結
果を表示させる（ステップＳ１０６：表示制御ステップ）。ステップＳ１０６の時点では
表示の対象が初期状態（鑑別）のまま切り替えられていないので、すぐに（待機時間ゼロ
で）結果を表示してよい。図１１は結果表示の例を示す図であり、医療画像８０６の鑑別
結果を領域８４２に表示している（同図は、注目領域８０１が含まれる状態である）。図
１１の（ａ）部分、（ｂ）部分、（ｃ）部分は、鑑別結果がＡｄｅｎｏｍａ（腺腫）、Ｎ
ｅｏｐｌａｓｍ（腫瘍）、ＨＰ（Hyperplastic Polyp；過形成ポリープ）であった場合の
例をそれぞれ示している。なお、表示制御部２０４Ｄは、鑑別結果の信頼度を示す情報（
鑑別用ＣＮＮ２１５により算出できる）を数値や図形（例えばバー表示）、記号、色彩等
により表示してもよい。また、鑑別部２０４Ｃは、鑑別結果を示す情報を音声処理部２０
９及びスピーカ２０９Ａを介して音声で報知してもよい（検出部２０４Ｂも同様である）
。
【００７６】
　＜医療画像の認識（検出）＞
　作動制御部２０４Ｊは、作動の対象が鑑別から検出に切り替えられるまで（ステップＳ
１０８でＮＯの間）鑑別部２０４Ｃを作動させ、表示制御部２０４Ｄはその結果を表示さ
せる。作動の対象が鑑別から検出に切り替えられたら（ステップＳ１０８でＹＥＳ）、作
動制御部２０４Ｊは検出部２０４Ｂを作動させて検出用ＣＮＮ２１４に医療画像を入力す
る（ステップＳ１１０：画像取得ステップ）。光源装置３００は、作動対象の切り替えに
連動して照明光を切り替えてもよいし（例えば、鑑別での青色狭帯域光から検出での白色
光に切り替える）、ユーザによる切り替え操作があるまで照明光を維持（作動対象の切り
替えとは独立して照明光を切り替える）してもよい。
【００７７】
　＜注目領域の検出＞
　検出部２０４Ｂは、検出用ＣＮＮ２１４（第１の階層型ネットワーク）が上述したセグ
メンテーションを行うことにより医療画像に含まれる注目領域を検出する（ステップＳ１
１２：検出ステップ）。ステップＳ１１２で検出する注目領域（関心領域）の例としては
、ポリープ、癌、大腸憩室、炎症、治療痕（ＥＭＲ瘢痕（ＥＭＲ：Endoscopic Mucosal R
esection）、ＥＳＤ瘢痕（ＥＳＤ：Endoscopic Submucosal Dissection）、クリップ箇所
等）、出血点、穿孔、血管異型性などを挙げることができる。なお、検出部２０４ＢはＣ
ＮＮ以外の手法により注目領域を検出してもよい。例えば、取得した医療画像の画素の特
徴量に基づいて注目領域を検出することができる。この場合、検出部２０４Ｂは検出対象
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画像を例えば複数の矩形領域に分割し、分割した各矩形領域を局所領域として設定し、検
出対象画像の局所領域ごとに局所領域内の画素の特徴量（例えば色相）を算出し、各局所
領域の中から特定の色相を有する局所領域を注目領域として決定する。同様に、鑑別部２
０４Ｃも特徴量に基づいて鑑別を行ってもよい。
【００７８】
　＜検出結果の表示＞
　表示制御部２０４Ｄは、作動の対象が検出部と鑑別部との間で切り替えられた場合は、
表示の対象が検出の結果と鑑別の結果との間で切り替えられたと判断して作動により得ら
れた検出の結果を表示させるが、以下で説明するように結果の表示は検出が行われてから
待機時間（第１の待機時間）が経過した後であり、また既に検出された注目領域である場
合は結果を表示しない。認識結果を表示するまでの時間は、図１２に示すように、表示制
御部２０４Ｄは取得した医療画像８０６を認識結果なしでモニタ４００に表示させる。表
示制御部２０４Ｄは、待機時間が経過するまでの間、医療画像に加えて検出の結果を表示
させていないことを示す情報をモニタ４００（表示装置）に表示させてもよい（図１４の
例では、領域８３０に「結果表示を待機中」というメッセージを表示させている）。ユー
ザは、結果が表示されていないと装置が正しく動作しているかどうか不安になる可能性が
あるが、このように情報を表示させることでそのような不安を解消することができる。な
お、情報を表示するかどうかを、操作部２０８を介したユーザの操作に応じて決めてもよ
い。
【００７９】
　検出が行われたら、記憶制御部２０４Ｇは、医療画像から検出された注目領域の情報（
例えば、形状、大きさ等の特徴量）を記録部２０７（記憶装置）に記憶させる（ステップ
Ｓ１１４：記憶制御ステップ）。後述するように、この情報に基づいて注目領域の同一性
が判断される。表示制御部２０４Ｄは、注目領域が検出されたら経過時間のカウントを開
始するが（ステップＳ１１６：表示制御ステップ）、第１の待機時間が経過するまで（ス
テップＳ１１８でＮＯの間）は検出の結果を表示せず、ステップＳ１１０～Ｓ１１４の処
理が繰り返される。第１の待機時間が経過したら（ステップＳ１１８でＹＥＳ）、判断部
２０４Ｈは検出部が検出した注目領域が既に検出された注目領域であるか否かを、ステッ
プＳ１１４で記憶された情報に基づいて判断し（ステップＳ１２０：判断ステップ）、そ
の結果「検出部が検出した注目領域は既に検出された注目領域と同一である」と判断され
た場合（ステップＳ１２０でＹＥＳ）は、表示制御部２０４Ｄは検出結果を表示させずに
ステップＳ１１０に戻る。これにより、既に検出された注目領域について繰り返し結果が
表示されてユーザが煩わしさを感じるのを防止することができる。なお、待機時間を注目
領域の観察時間に対して十分長く設定することで事実上結果を表示しない場合も「結果を
表示しない」に含めることができる。
【００８０】
　ステップＳ１２０の判断が否定された場合（検出部が検出した注目領域が新たな注目領
域である場合）は、表示制御部２０４Ｄは第１の待機時間が経過した後にモニタ４００（
表示装置）に検出結果を表示させる（ステップＳ１２０：表示制御ステップ）。図１３は
検出結果の表示例を示す図であり、医療画像８０６に含まれる注目領域８０１に対し、同
図の（ａ）部分、（ｂ）部分、（ｃ）部分にそれぞれ示すように、注目領域８０１を囲む
枠８０６Ａ、マーカ８０６Ｂ、マーカ８０６Ｃ（注目領域の検出位置を示す情報の例）を
表示している。なお、表示制御部２０４Ｄは、注目領域の検出結果を示す情報を音声処理
部２０９及びスピーカ２０９Ａを介して音声で報知してもよい。検出結果を表示または報
知した後は、ステップＳ１１０に戻って検出を継続してもよいし、ステップＳ１０２に戻
って鑑別を行ってもよい。
【００８１】
　このように、表示の対象が鑑別の結果から検出の結果に切り替えられた場合は、検出が
行われてから待機時間（第１の待機時間）が経過した後に検出の結果を表示させるので、
切り替え直後に同じ被写体（注目領域等）についての認識結果が表示されてユーザが煩わ
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しさを感じて観察や診断の妨げになることがなく、医療画像の認識結果の視認性が高い。
【００８２】
　＜表示の対象が検出の結果から鑑別の結果に切り替えられた場合＞
　図１５のフローチャートを参照しつつ、表示の対象が検出の結果から鑑別の結果に切り
替えられた場合の表示について説明する。この場合、上述したステップＳ１００と同様に
待機時間等の条件を設定し（ステップＳ２００：設定ステップ）、ステップＳ１１０～Ｓ
１１４、Ｓ１２２と同様にステップＳ２０２～Ｓ２０６（画像取得ステップ、検出ステッ
プ、記憶制御ステップ、表示制御ステップ）で画像取得、注目領域の検出、記憶制御、検
出結果の表示を行う。図７のフローチャートの場合と同様に、光源装置３００は作動対象
の切り替えに連動して照明光を切り替えてもよいし（例えば、検出での白色光から鑑別で
の青色狭帯域光に切り替える）、ユーザによる切り替え操作があるまで照明光を維持して
もよい。表示の対象が検出の結果から鑑別の結果に切り替えられるまで（ステップＳ２０
８でＮＯの間）これらの処理を繰り返し、切り替えがされたらステップＳ２１０に進む。
ステップＳ２１０，Ｓ２１２（画像取得ステップ、鑑別ステップ）ではステップＳ１０２
，Ｓ１０４と同様に医療画像の取得及び鑑別を行い、鑑別が行われたら経過時間のカウン
トを開始する（ステップＳ２１４：表示制御ステップ）。第２の待機時間が経過するまで
（ステップＳ２１６でＮＯの間）ステップＳ２１０～Ｓ２１４の処理を繰り返し、第２の
待機時間が経過したら、表示制御部２０４Ｄは図１１のように鑑別結果をモニタ４００に
表示させる（ステップＳ２１８：表示制御ステップ）。上述したように、第２の待機時間
は第１の待機時間と同じでもよいし、異なっていてもよい（ゼロでもよい）。作動及び表
示の対象が検出に切り替えられるまで（ステップＳ２２０でＮＯの間）ステップＳ２１０
～Ｓ２１４の処理を繰り返し、切り替え後は図７のステップＳ１１０以降と同様に処理を
進める。
【００８３】
　このように、表示の対象が検出の結果から鑑別の結果に切り替えられた場合は、鑑別が
行われてから待機時間（第２の待機時間）が経過した後に鑑別の結果を表示させるので、
切り替え直後に同じ被写体（注目領域等）についての認識結果が表示されてユーザが煩わ
しさを感じて観察や診断の妨げになることがなく、医療画像の認識結果の視認性が高い。
なお、第２の待機時間が経過するまで図１４のような表示を行ってもよい。
【００８４】
　なお、見つけた病変に対して初めて鑑別を実施する場合などは、同一病変に対して検出
から鑑別へと表示を切り替える場合でも、待機時間なしにすぐに鑑別結果を表示するほう
がよい場合もある。この場合、ステップＳ２００で待機時間（第２の待機時間）をゼロに
設定することで、すぐに鑑別結果を表示することができる。同一病変であるか否かは、ス
テップＳ１１４及びステップＳ１２０について上述したように、記憶制御部２０４Ｇが注
目領域の情報を記録部２０７に記憶させ、この情報に基づいて判断部２０４Ｈが判断する
ことができる。
【００８５】
　＜検出及び鑑別に関する構成の変形例＞
　本発明に係る医療診断支援装置及び医療診断支援方法では、検出部による検出と鑑別部
による鑑別とを並行して行い、表示の対象の切り替えにより検出の結果または鑑別の結果
を表示してもよい。図１６は、このような検出及び鑑別に関する構成の変形例における画
像処理部２０４の機能ブロック図であり、図４に示す構成から作動制御部２０４Ｊが除か
れている。また、図１７は検出部２０４Ｂ及び鑑別部２０４Ｃに関する構成を示す図であ
り、画像取得部２０４Ａが取得した医療画像が検出部２０４Ｂ及び鑑別部２０４Ｃの双方
に入力される状態を示している。内視鏡システム１０のその他の構成は図１～３等につい
て上述したものと同様である。なお、「並行して行う」には、時系列順に取得した医療画
像を構成するフレームに対し検出と鑑別の両方を行うことが含まれる。
【００８６】
　図１８は変形例に係る医療診断支援方法のフローチャートであり、表示の対象が鑑別（
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初期状態）から検出に切り替えられた場合（図７に対応）の処理を示している。図１８の
フローチャートにおいて、ステップＳ３００，Ｓ３０２（設定ステップ、画像取得ステッ
プ）の処理はステップＳ１００，Ｓ１０２とそれぞれ同様である。ステップＳ３０４では
検出部２０４Ｂ及び鑑別部２０４Ｃにより検出及び鑑別を行い（検出ステップ、鑑別ステ
ップ）、検出された注目領域の情報を記録部２０７（記憶装置）に記憶させる（ステップ
Ｓ３０５：記憶制御ステップ）。ステップＳ３０６（表示制御ステップ）における鑑別結
果の表示はステップＳ１０６と同様に行うことができる（図１１を参照）。これらの処理
は、表示の対象が鑑別の結果から検出の結果に切り替えられるまで（ステップＳ３０８で
ＮＯの間）継続して行われる。
【００８７】
　表示の対象が鑑別の結果から検出の結果に切り替えられると、ステップＳ３１０～Ｓ３
１４（画像取得ステップ、鑑別ステップ、検出ステップ、記憶制御ステップ）でステップ
Ｓ３０２～Ｓ３０５と同様の処理が行われ、表示制御部２０４Ｄは経過時間のカウントを
開始する（ステップＳ３１６：表示制御ステップ）。経過時間が第１の待機時間に達し（
ステップＳ３１８でＹＥＳ）、検出された注目領域が既に検出された注目領域と同一でな
い場合（ステップＳ３２０でＮＯ）は、表示制御部２０４Ｄは図１３と同様に検出結果を
モニタ４００に表示させる（ステップＳ３２２：表示制御ステップ）。第１の待機時間が
経過するまでの間、図１４に示すような情報の表示をしてもよい。また、検出結果を表示
した後は検出を継続してもよいし、鑑別に復帰してもよい。なお、表示の対象が検出から
鑑別に、そして再度検出に切り替えられた場合（図１５と同様のケース）は、再度の切り
替えによる検出が行われてから第２の待機時間が経過した後に検出結果を表示する。
【００８８】
　このような検出及び鑑別に関する構成の変形例においても、表示の対象の切り替え直後
に同じ被写体（注目領域等）についての認識結果が表示されてユーザが煩わしさを感じて
観察や診断の妨げになることがなく、医療画像の認識結果の視認性が高い。
【００８９】
　＜認識及び表示の事後処理＞
　上述した実施形態では、医用画像の撮影と認識及び表示とを並行して（リアルタイムで
）行う態様について説明したが、内視鏡システム１０では、あらかじめ撮影及び記録され
た画像を事後的に処理（認識、表示等）することもできる。例えば、内視鏡システム１０
は、記録部２０７に記録されている内視鏡画像（時系列順に取得した医療画像）の各フレ
ームについて認識及び表示を行うことができ、このような事後処理においても医療画像の
認識結果の視認性を高めることができる。認識及び表示の事後処理は、撮像部分（内視鏡
、光源装置、撮像部等）を備えていないプロセッサ等の装置（内視鏡システム１０とは独
立した装置）やコンピュータで行ってもよい。
【００９０】
　（付記）
　上述した第１の実施形態及び変形例に加えて、以下に記載の構成も本発明の範囲に含ま
れる。
【００９１】
　（付記１）
　医療画像解析処理部は、医療画像の画素の特徴量に基づいて、注目すべき領域である注
目領域を検出し、
　医療画像解析結果取得部は、医療画像解析処理部の解析結果を取得する医療画像処理装
置。
【００９２】
　（付記２）
　医療画像解析処理部は、医療画像の画素の特徴量に基づいて、注目すべき対象の有無を
検出し、
　医療画像解析結果取得部は、医療画像解析処理部の解析結果を取得する医療画像処理装
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置。
【００９３】
　（付記３）
　医療画像解析結果取得部は、
　医療画像の解析結果を記録する記録装置から取得し、
　解析結果は、医療画像に含まれる注目すべき領域である注目領域と、注目すべき対象の
有無のいずれか、もしくは両方である医療画像処理装置。
【００９４】
　（付記４）
　医療画像は、白色帯域の光、または白色帯域の光として複数の波長帯域の光を照射して
得た通常光画像である医療画像処理装置。
【００９５】
　（付記５）
　医療画像は、特定の波長帯域の光を照射して得た画像であり、
　特定の波長帯域は、白色の波長帯域よりも狭い帯域である医療画像処理装置。
【００９６】
　（付記６）
　特定の波長帯域は、可視域の青色もしくは、緑色帯域である医療画像処理装置。
【００９７】
　（付記７）
　特定の波長帯域は、３９０ｎｍ以上４５０ｎｍ以下または５３０ｎｍ以上５５０ｎｍ以
下の波長帯域を含み、かつ、特定の波長帯域の光は、３９０ｎｍ以上４５０ｎｍ以下また
は５３０ｎｍ以上５５０ｎｍ以下の波長帯域内にピーク波長を有する医療画像処理装置。
【００９８】
　（付記８）
　特定の波長帯域は、可視域の赤色帯域である医療画像処理装置。
【００９９】
　（付記９）
　特定の波長帯域は、５８５ｎｍ以上６１５ｎｍ以下または６１０ｎｍ以上７３０ｎｍ以
下の波長帯域を含み、かつ、特定の波長帯域の光は、５８５ｎｍ以上６１５ｎｍ以下また
は６１０ｎｍ以上７３０ｎｍ以下の波長帯域内にピーク波長を有する医療画像処理装置。
【０１００】
　（付記１０）
　特定の波長帯域は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンとで吸光係数が異なる波長帯
域を含み、かつ、特定の波長帯域の光は、酸化ヘモグロビンと還元ヘモグロビンとで吸光
係数が異なる波長帯域にピーク波長を有する医療画像処理装置。
【０１０１】
　（付記１１）
　特定の波長帯域は、４００±１０ｎｍ、４４０±１０ｎｍ、４７０±１０ｎｍ、または
、６００ｎｍ以上７５０ｎｍ以下の波長帯域を含み、かつ、特定の波長帯域の光は、４０
０±１０ｎｍ、４４０±１０ｎｍ、４７０±１０ｎｍ、または、６００ｎｍ以上７５０ｎ
ｍ以下の波長帯域にピーク波長を有する医療画像処理装置。
【０１０２】
　（付記１２）
　医療画像は生体内を写した生体内画像であり、
　生体内画像は、生体内の蛍光物質が発する蛍光の情報を有する医療画像処理装置。
【０１０３】
　（付記１３）
　蛍光は、ピークが３９０以上４７０ｎｍ以下である励起光を生体内に照射して得る医療
画像処理装置。
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【０１０４】
　（付記１４）
　医療画像は生体内を写した生体内画像であり、
　特定の波長帯域は、赤外光の波長帯域である医療画像処理装置。
【０１０５】
　（付記１５）
　特定の波長帯域は、７９０ｎｍ以上８２０ｎｍ以下または９０５ｎｍ以上９７０ｎｍ以
下の波長帯域を含み、かつ、特定の波長帯域の光は、７９０ｎｍ以上８２０ｎｍ以下また
は９０５ｎｍ以上９７０ｎｍ以下の波長帯域にピーク波長を有する医療画像処理装置。
【０１０６】
　（付記１６）
　医療画像取得部は、白色帯域の光、または白色帯域の光として複数の波長帯域の光を照
射して得る通常光画像に基づいて、特定の波長帯域の情報を有する特殊光画像を取得する
特殊光画像取得部を備え、
　医療画像は特殊光画像である医療画像処理装置。
【０１０７】
　（付記１７）
　特定の波長帯域の信号は、通常光画像に含まれるＲＧＢあるいはＣＭＹの色情報に基づ
く演算により得る医療画像処理装置。
【０１０８】
　（付記１８）
　白色帯域の光、または白色帯域の光として複数の波長帯域の光を照射して得る通常光画
像と、特定の波長帯域の光を照射して得る特殊光画像との少なくとも一方に基づく演算に
よって、特徴量画像を生成する特徴量画像生成部を備え、
　医療画像は特徴量画像である医療画像処理装置。
【０１０９】
　（付記１９）
　付記１から１８のいずれか１つに記載の医療画像処理装置と、
　白色の波長帯域の光、または、特定の波長帯域の光の少なくともいずれかを照射して画
像を取得する内視鏡と、
　を備える内視鏡装置。
【０１１０】
　（付記２０）
　付記１から１８のいずれか１つに記載の医療画像処理装置を備える診断支援装置。
【０１１１】
　（付記２１）
　付記１から１８のいずれか１つに記載の医療画像処理装置を備える医療業務支援装置。
【０１１２】
　以上で本発明の実施形態及び他の態様に関して説明してきたが、本発明は上述した態様
に限定されず、本発明の精神を逸脱しない範囲で種々の変形が可能である。
【符号の説明】
【０１１３】
１０　　　内視鏡システム
１００　　内視鏡スコープ
１０２　　手元操作部
１０４　　挿入部
１０６　　ユニバーサルケーブル
１０８　　ライトガイドコネクタ
１１２　　軟性部
１１４　　湾曲部
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１１６　　先端硬質部
１１６Ａ　先端側端面
１２３　　照明部
１２３Ａ　照明用レンズ
１２３Ｂ　照明用レンズ
１２６　　鉗子口
１３０　　撮影光学系
１３２　　撮影レンズ
１３４　　撮像素子
１３６　　駆動回路
１３８　　ＡＦＥ
１４１　　送気送水ボタン
１４２　　吸引ボタン
１４３　　機能ボタン
１４４　　撮影ボタン
１７０　　ライトガイド
２００　　プロセッサ
２０２　　画像入力コントローラ
２０４　　画像処理部
２０４Ａ　画像取得部
２０４Ｂ　検出部
２０４Ｃ　鑑別部
２０４Ｄ　表示制御部
２０４Ｅ　設定部
２０４Ｆ　推定部
２０４Ｇ　記憶制御部
２０４Ｈ　判断部
２０４Ｉ　受付部
２０４Ｊ　作動制御部
２０５　　通信制御部
２０６　　ビデオ出力部
２０７　　記録部
２０８　　操作部
２０９　　音声処理部
２０９Ａ　スピーカ
２０９Ｂ　マイク
２１０　　ＣＰＵ
２１１　　ＲＯＭ
２１２　　ＲＡＭ
２１４　　検出用ＣＮＮ
２１５　　鑑別用ＣＮＮ
２１４Ａ　入力層
２１４Ｂ　中間層
２１４Ｃ　出力層
２１５Ｂ　中間層
２１６　　畳み込み層
２１７　　プーリング層
２１８　　全結合層
３００　　光源装置
３１０　　光源
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３１０Ｂ　青色光源
３１０Ｇ　緑色光源
３１０Ｒ　赤色光源
３１０Ｖ　紫色光源
３３０　　絞り
３４０　　集光レンズ
３５０　　光源制御部
４００　　モニタ
５０１　　領域
５０２　　領域
５１１　　チェックボックス
５１２　　チェックボックス
５２０　　領域
８０１　　注目領域
８０６　　医療画像
８０６Ａ　枠
８０６Ｂ　マーカ
８０６Ｃ　マーカ
８３０　　領域
８４２　　領域
Ｓ１００～Ｓ３２２　医療診断支援方法の各ステップ
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